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規 則

�愛媛県規則第２８号
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の一部を改正する規則

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則（平成１４年愛媛県規則第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条関係） 身分証明書

様式第１号（その１） 省略

様式第１号（その２）

（表） 省略

（裏）

様式第１号（第２条関係） 身分証明書

様式第１号（その１） 省略

様式第１号（その２）

（表） 省略

（裏）

省略

第８条 都道府県知事は、法第４３条第１項の規定により、そ

の職員に、対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物

省略

第７条 都道府県知事は、法第４３条第１項の規定により、そ

の職員に、対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物
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告 示
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に交付されている改正前の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則様式第１号（その２）の規定に

よる身分証明書は、改正後の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則様式第１号（その２）の規定による身分証明書とみ

なす。

�愛媛県告示第５５２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

令和５年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ワールドプラザ 今治市東村甲７４５番
地 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

マックスバリュ西日
本株式会社
ほか７者

マックスバリュ西日
本株式会社
ほか７者

令和４年
１２月１６日
ほか

令和５年
４月２１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部今

治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第５５３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和５年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ北条店 松山市下難波甲２２７
番地２

大規模小売店舗において小売
業を行う者

マックスバリュ西日
本株式会社
ほか２者

マックスバリュ西日
本株式会社
ほか１者

令和４年
９月３０日

令和５年
４月１９日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

その他の物、特定建設資材に係る分別解体等又は特定建設

資材廃棄物の再資源化等をするための設備及びその関連施

設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

その他の物、特定建設資材に係る分別解体等又は特定建設

資材廃棄物の再資源化等をするための設備及びその関連施

設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
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�愛媛県告示第５５５号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第５項の規定に基づき、

くろまぐろ（大型魚）に関する令和５管理年度における知事管理漁

獲可能量（令和５年３月愛媛県告示第３２５号）を次のとおり変更し

た。

令和５年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５５７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和５年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正）

２ 作業期間 令和４年４月１日から

令和５年３月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県全域

�������
�愛媛県告示第５５８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和５年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（航空重力測量）

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第５５４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和５年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５５６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定に基づき、次のとおり建設業者の営業の停止を命じた。

令和５年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

レデイ薬局 新居浜松木
店 新居浜市松木町５番５１号 株式会社 レデイ薬局 松山市南江戸四丁目３番

３７号
代表取締役社長
白 石 明 生

薬局（育成医療・
更生医療）

令和５年
５月１日

アルファ調剤薬局 駅前
店

今治市南大門町１丁目６
番地１８ 富士火災今治ビ
ル１階

株式会社アルティザン 松山市三番町四丁目４番
地９

代表取締役
瀬 尾 元 太

薬局（育成医療・
更生医療）

令和５年
５月１日

知事管理区分
知事管理漁獲可能量

変更前 変更後

愛媛県くろまぐろ（大型魚）漁業 ５．０トン ５．６トン

許 可 番 号 許 可
年 月 日

商 号 又
は 名 称 代表者氏名 主 た る 営 業 所

の 所 在 地
営業の停
止を命じ
た年月日

停止を命じた営業の範囲 営業の停止を
命じた期間

営業の停止を命ずる
原因となった事実

（特－５）
第１６２９７号

令和５年
４月４日

谷本建設
工業株式
会社

谷本 益高 大洲市平野町平地
１２０

令和５年
４月２７日

土木工事業に関する営業
のうち、公共工事に係る
もの
注 「公共工事」とは、
国、地方公共団体、法
人税法（昭和４０年法律
第３４号）別表第１に掲
げる公共法人（地方公
共団体を除く。）又は
建設業法施行規則（昭
和２４年建設省令第１４号）
第１８条に規定する法人
が発注者である建設工
事をいう。

令和５年５月１２
日から２６日まで
（１５日間）

谷本建設工業株式会社
は、令和３年８月５日に
愛媛県と契約締結した
「地高橋整第１０号の１２
（国）１９７号 地域高規
格道路整備工事」におい
て、建設業法第２６条第２
項の規定に違反し、資格
要件を満たす監理技術者
を配置しなかった。
このことは、同法第２８

条第１項第２号に該当す
る。
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２ 作業期間 令和４年４月１日から

令和５年３月３１日まで

３ 作業地域 県内全域

�������
�愛媛県告示第５５９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

四国中央市三島土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和５年５月１２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市金子土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和５年５月１２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市岸之下土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和５年５月１２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市庄内土地改良区の定款の変更を認可した。

令和５年５月１２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�������
�愛媛県告示第５６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市高柳土地改良区の定款の変更を認可した。

令和５年５月１２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�������
�愛媛県告示第５６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市下泉土地改良区の定款の変更を認可した。

令和５年５月１２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 高 橋 雅 人 四国中央市土居町天満２０９９

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 星 川 賢 二 四国中央市川之江町３０８７番地６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 井 和 弘 新居浜市北新町４番７号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 井 多加茂 新居浜市北新町４番８号

〃 真 鍋 英 記 新居浜市萩生１３４５

〃 青 野 徹 新居浜市萩生１３５８－１

〃 秦 慎 吾 新居浜市萩生１１－２

〃 合 田 有 良 新居浜市萩生１４０８－３

〃 白 石 裕 晃 新居浜市萩生９６０－２

〃 福 田 幹 大 新居浜市萩生４４８－１

〃 神 野 鉄 治 新居浜市大生院５１４

〃 加 藤 弘 司 新居浜市大生院４７０－２

監 事 真 鍋 篤 俊 新居浜市萩生１３４７

〃 眞 鍋 猛 廣 新居浜市萩生４９３－３

〃 下 田 明 新居浜市萩生６７－８２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 賀 盾 雄 新居浜市萩生１０９５－１

〃 高 橋 普 二 新居浜市萩生１１７５－１

〃 三 並 清 継 新居浜市萩生１１４－６

〃 真 鍋 英 記 新居浜市萩生１３４５

〃 青 野 徹 新居浜市萩生１３５８－１

〃 秦 慎 吾 新居浜市萩生１１－２

〃 合 田 有 良 新居浜市萩生１４０８－３

〃 守 谷 雄 二 新居浜市萩生１００１－７

〃 秦 和 夫 新居浜市本郷１－１０－３０

〃 神 野 鉄 治 新居浜市大生院５１４

〃 加 藤 弘 司 新居浜市大生院４７０－２

監 事 森 賀 直 文 新居浜市萩生１４１２－３

〃 真 鍋 篤 俊 新居浜市萩生１３４７

〃 伊 藤 愼 吾 新居浜市大生院４８７－３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 賀 盾 雄 新居浜市萩生１０９５－１

〃 高 橋 普 二 新居浜市萩生１１７５－１

〃 三 並 清 継 新居浜市萩生１１４－６
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�愛媛県告示第５６５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和５年５月１２日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第５６６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

令和５年５月１２日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第５６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社Ｌｉｅｎ リアン 訪問介護ステーション 愛媛県伊予市米湊２０８－２ ＫＯＭＩ
ＮＡＴＯ×ＢＡＳＥ １号 令和５年５月１日 訪問介護

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１３５１０３１４ 社会福祉法人砥部寿会 愛媛県伊予郡砥部町大
南２２６７番地 菅 原 哲 雄 生活介護 デイサービスセンター

あったか
愛媛県伊予郡砥部町高
尾田１１７１番地２

令和５年
４月１日

３８２１５００３０７ 株式会社トピシエル
愛媛県伊予郡砥部町重
光１６５番地１ ロフテ
ィ雅１－１０１号

林 紗友里 共同生活援助 グループホーム トピ
シエル

愛媛県東温市松瀬川５９
２－１２

令和５年
４月１日

３８１１５００６４８ ＮＰＯ法人後方支援セ
ンター

愛媛県松山市来住町１２
１０番地９ � 橋 泰 征 就労継続支援

（Ａ型）
やすまるＫｉｔｃｈｅ
ｎ

愛媛県東温市横河原３６
６番地サービス棟

令和５年
５月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 湯山高縄北条線
松山市横谷乙４４０番１６から

同市横谷乙４４０番１９まで

旧 ７．４～２５．３ ０．３３０

新 ２１．５～４６．９ ０．３３０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 菅田五郎停車場線
大洲市菅田町菅田字土手内乙６１７番１から

同町菅田字土手内乙６１７番２まで

旧 １０．１～１０．１ ０．００６

新 ２２．５～１０．６ ０．００６

〃 〃
大洲市菅田町菅田字畑屋甲１２１２番１から

同町菅田字畑屋甲１２４５番１まで

旧 １０．６～１７．５ ０．１４６

新 １３．６～２０．６ ０．１４６
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選挙管理委員会告示

�愛媛県告示第５６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５７０号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年５月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第４４号
個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設（平成２２年１月愛媛県選挙管理委員会告示第７号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和５年５月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 菅田五郎停車場線
大洲市菅田町菅田字土手内乙６６０番３から

同町菅田字畑屋甲１２５３番まで
令和５年５月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥坂宇和線

西予市宇和町明石１０５５番から

同町明石２５５３番２まで
旧 ６．５～１５．０ ０．２７６

西予市宇和町明石１０５５番から

同町明石２５５３番２まで
新

６．５～１５．０
９．５～２５．５
１１．１～３６．２

０．２７６
０．１６６
０．０５５

改 正 後 改 正 前

施設の名称 施設の所在地 定員（人） 施設の名称 施設の所在地 定員（人）

乙亥会館
西予市野村町野村１２号

１０番地
１，５００ 乙亥会館

西予市野村町野村１２号

１０番地
１，５００

俵津地域づくり活動セ

ンター

西予市明浜町俵津３番

耕地２８３番地
２００

狩江地域づくり活動セ

ンター

西予市明浜町狩浜３番

耕地２０２番地７
１５０

高山・宮野浦地域づく

り活動センター

西予市明浜町高山甲

３６７８番地
２００

田之浜地域づくり活動

センター

西予市明浜町田之浜甲

１１１７番地３
８０

多田地域づくり活動セ

ンター

西予市宇和町河内９１番

地１
１００

中川地域づくり活動セ

ンター

西予市宇和町田苗真土

２０３２番地
１００

石城地域づくり活動セ

ンター

西予市宇和町西山田４２３

番地１
１００
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�愛媛県選挙管理委員会告示第４５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和５年５月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党愛媛県管工事
支部 櫻 井 健 吾 会 計 責 任 者 宮 本 正一郎 猪 野 政 敏 令和５年３月３１日

自由民主党愛媛県防衛協
賛支部 森 川 建 司 会 計 責 任 者 中 矢 均 星 加 敏 雄 令和５年３月３１日

自由民主党愛媛県農政同
志会支部 西 本 滿 俊 会 計 責 任 者 山 本 卓 治 岡 本 明 郎 令和５年４月１日

宇和地域づくり活動セ

ンター

西予市宇和町卯之町三

丁目４３９番地１
２００

田之筋地域づくり活動

センター

西予市宇和町新城９７９

番地
１００

下宇和地域づくり活動

センター

西予市宇和町皆田１２３４

番地１
１３０

明間地域づくり活動セ

ンター

西予市宇和町明間３０７１

番地４
１００

野村地域づくり活動セ

ンター

西予市野村町野村１２号

６１９番地１
２００

渓筋地域づくり活動セ

ンター

西予市野村町鳥鹿野８６２

番地
１００

中筋地域づくり活動セ

ンター

西予市野村町高瀬４１０７

番地
１００

大和田地域づくり活動

センター

西予市野村町阿下２号

４４０番地
６０

横林地域づくり活動セ

ンター

西予市野村町坂石２５７１

番地
８０

惣川地域づくり活動セ

ンター

西予市野村町惣川２８８

番地
１００

遊子川地域づくり活動

センター

西予市城川町遊子谷

２３７２番地１
１００

土居地域づくり活動セ

ンター

西予市城川町土居８６番

地
５０

高川地域づくり活動セ

ンター

西予市城川町高野子７５

番地１
８０

魚成地域づくり活動セ

ンター

西予市城川町魚成３６８０

番地
１５０

二木生地域づくり活動

センター

西予市三瓶町二及２番

耕地６８３番地１
５０

蔵貫地域づくり活動セ

ンター

西予市三瓶町蔵貫浦６７２

番地
１２０

省略 省略
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�愛媛県選挙管理委員会告示第４６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和５年５月１２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和５年５月１２日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

１ 入札に付する事項

� 件名

重症系システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

重症系システム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和６年４月１日から令和１２年３月３１日まで

� 借入場所

愛媛県立中央病院

（愛媛県松山市春日町８３番地）

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。

自由民主党愛媛県測量設
計業支部 岡 兵 典 代 表 者 岡 兵 典 大 野 二 郎 令和５年４月２５日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

愛媛県商工連盟連合会松
山支部 � 橋 祐 二 会 計 責 任 者 福 井 琴 樹 � 橋 祐 二 令和４年１１月１日

愛媛県商工連盟連合会 � 橋 祐 二 代 表 者 � 橋 祐 二 城 戸 猪喜夫 令和４年１１月１４日

会 計 責 任 者 福 井 琴 樹 � 橋 祐 二

愛媛県農政同志会 西 本 滿 俊 会 計 責 任 者 山 本 卓 治 岡 本 明 郎 令和５年４月１日

藤木しんや愛媛県後援会 西 本 滿 俊 会 計 責 任 者 山 本 卓 治 岡 本 明 郎 令和５年４月１日

山田としお愛媛県後援会 西 本 滿 俊 会 計 責 任 者 山 本 卓 治 岡 本 明 郎 令和５年４月１日

愛媛県商工連盟連合会八
幡浜支部 堀 口 栄 樹 会 計 責 任 者 脇 水 宏 都 築 修 蔵 令和５年４月１日

税理士による長谷川淳二
後援会 二 宮 務 主たる事務所の所在地 大洲市中村２３１ 宇和島市寿町２丁目２－１９ 令和５年４月１４日

代 表 者 二 宮 務 小 林 隆 二

会 計 責 任 者 加 藤 陽次郎 毛 利 慎 治

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

青 空 え ひ め の 会 佐々木 龍 令和５年４月１７日

たぶち紀子をもっと盛り上げる会 木 室 陽 一 令和５年４月２４日
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� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―００１２

愛媛県松山市湊町四丁目４番地１ 伊予鉄本社ビル２Ｆ

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

� 入札書の受領期限

令和５年６月２２日（木）午前９時から同月２３日（金）午後１

時２９分まで

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（https://www.pref.ehime.jp/）でダウン

ロード又は�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和５年６月２３日（金）午後１時３０分

伊予鉄本社ビル５Ｆ 会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき令和５年６月７日（水）午後５時００分までに提出しなけれ

ばならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に

限る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： A system

for critically ill patients，１ set

� Time limit of tender：１：２９ p．m．，２３ June２０２３

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau，Iyotetsuhonsya Bldg．２F

４―４―１Minatomachi，Matsuyama，Ehime７９０―００１２ Japan．

TEL０８９―９１２―２７９４

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和５年５月１２日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

１ 入札に付する事項

� 件名

術野映像システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

術野映像システム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

令和６年４月１日から令和１２年３月３１日まで

� 借入場所

愛媛県立中央病院

（愛媛県松山市春日町８３番地）

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。
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� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―００１２

愛媛県松山市湊町四丁目４番地１ 伊予鉄本社ビル２Ｆ

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

� 入札書の受領期限

令和５年６月２２日（木）午前９時から同月２３日（金）午後１

時２９分まで

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（https://www.pref.ehime.jp/）でダウン

ロード又は�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和５年６月２３日（金）午後１時３５分

伊予鉄本社ビル５Ｆ 会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき令和５年６月７日（水）午後５時００分までに提出しなけれ

ばならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に

限る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Surgical

field video system，１ set

� Time limit of tender：１：２９ p．m．，２３ June２０２３

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau，Iyotetsuhonsya Bldg．２F

４―４―１Minatomachi，Matsuyama，Ehime７９０―００１２ Japan．

TEL０８９―９１２―２７９４

令和５年５月１２日 発行


